
平成12年地方分権一括法による自治法改正
～機関委任事務廃止等～

地方自治法において、地方公共団体の役割と国の配慮に関する
規定を設けることにより、国及び地方公共団体が分担すべき役
割を明確にする。

国及び地方公共団体が分担すべき役割の明確化

＜地方自治法第１条の２＞

○地方公共団体は、住民の福祉の増進を図ることを基本
として、地域における行政を自主的かつ総合的に実施す
る役割を広く担う。

○国は、次の事務その他の国が本来果たすべき役割を重
点的に担う。
① 国際社会における国家としての存立にかかわる事務
② 全国的に統一して定めることが望ましい国民の諸活
動若しくは地方自治に関する基本的な準則に関する事
務

③ 全国的な規模で若しくは全国的な視点に立って行わ
なければならない施策及び事業の実施

○住民に身近な行政はできる限り地方公共団体にゆだね
ることを基本として国と地方公共団体との間で適切に役
割分担。

○国は、地方公共団体に関する制度・施策について、
地方公共団体の自主性・自立性を十分発揮されるように

しなければならない。

機関委任事務制度の廃止及びそれに伴う事務区分の再構成

＜地方公共団体の事務の新たな考え方＞

公 共 事 務
団 体 委 任 事 務
行 政 事 務

機 関 委 任 事 務

存 続 す る 事 務

自 治 事 務

法 定 受 託 事 務

地方公共団体の処理する事務のうち、
法定受託事務を除いたもの
例：都市計画の決定

土地改良区の設立許可
飲食店営業の許可
病院・薬局の開設許可

国が本来果たすべき役割に係る事務で
あって、国においてその適正な処理を
特に確保する必要があるものとして法
律又はこれに基づく政令に特に定める
もの
例：国政選挙

旅券の交付
国の指定統計
国道の管理

国 の 直 接 執 行 事 務

事 務 自 体 の 廃 止

例：国立公園の管理等
駐留軍用地特措法における土地調書等への
署名押印の代行等の事務
信用協同組合の認可、検査及び業務改善命令等の事務

例：国民年金の印紙検認事務
外国人登録原票の写票の送付等に係る都道府県の経由事務
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法定受託事務自 治 事 務

・ 地方公共団体の処理する事務のうち、法定受託事務
を除いたもの。

・ 法律・政令により事務処理が義務付けられるもの、

法律・政令に基づかずに任意で行うもの、

いずれもある。

・ 原則として、国の関与は是正の要求まで。

・ 国が本来果たすべき役割に係る事務であって、国に
おいてその適正な処理を特に確保する必要があるもの
として法律又はこれに基づく政令に特に定めるもの。

・ 必ず法律・政令により事務処理が義務付けられる。

・ 是正の指示、代執行等、国の強い関与が認められて
いる。

自治事務と法定受託事務

地方公共団体は、住民の福祉の増進を図ることを基本として、地域における行政を自主的
かつ総合的に実施する役割を広く担う。

・ 助言・勧告（法§２４５の４）
（是正の勧告（法§２４５の６））

・ 資料の提出の要求（法§２４５の４）
・ 協議
・ 是正の要求（法§２４５の５）

関与の基本類型

・ 同意、許可・認可・承認、指示

・ 代執行、その他の関与

一 定 の 場 合 に 限 定

できる限り設けない

※その他個別法に基づく関与

・ 助言・勧告（法§２４５の４）
・ 資料の提出の要求（法§２４５の４）
・ 協議・同意、許可・認可・承認
・ 指示（是正の指示（法§２４５の７））
・ 代執行（法§２４５の８）

※その他個別法に基づく関与

できる限り設けない

関与の基本類型

＜主な例＞ 国政選挙、旅券の交付、国の指定統計、国道の管理、戸籍事
務、生活保護

＜主な例＞ 介護保険サービス、国民健康保険の給付、児童福祉・老人福
祉・障害者福祉サービス

＜主な例＞ 各種助成金等（乳幼児医療費補助等）の交付、公共施設（文
化ホール、生涯学習センター、スポーツセンター等）の管理



分権一括法における国の関与等の見直し

国の関与等のあり方全体を抜本的に見直し、地方自治法において、その原則、基準、

手続等について新たなルールを創設。

(1) 機関委任事務制度の下での包括的指揮監督権の廃止（旧第１５０条、第１５１条の

削除）。

(2) 法定主義の明文化（第２４５条の２）

…関与は法律又はこれに基づく政令の根拠を要する。

(3) 基本原則の明文化（第２４５条の３）

…関与は必要最小限のものとし、地方公共団体の自主性・自立性に配慮したもの

でなければならない。

(4) 事務区分に応じた関与の基本類型を提示し、基本類型以外の関与を設けることを制

限（第２４５条の３）。

個別法に基づく関与を基本類型にできる限り集約することとし、整理縮小。

(5) 手続ルールの創設（第２４６条～第２５０条の６）

…書面主義、許認可の審査基準の設定、標準処理期間の設定等。

(6) 係争処理手続の創設（第２５０条の７～第２５２条）。



団体事務 機関委任事務○ ○

( ･ ･ )公共事務 団体委任事務 行政事務

包括的な指揮監督権旧 ・

（第150条、第151条）

認可権・訓令権・監視権・取消停止権 等

手段方法について法令の規定不要制

・助言・勧告（第245条） ・助言・勧告（第245条）

・資料の提出の要求(第245条) ・資料の提出の要求（第245条）度

・是正措置要求(第246条の2) ・是正措置要求（第246条の2）

・職務執行命令（代執行：第151条の2）

※その他個別法に基づく関与 ※その他個別法に基づく関与

地方分権一括法による事務区分の見直し

自治事務 法定受託事務○ ○

関与の基本類型 関与の基本類型現

・助言・勧告（第245条の4） ・助言・勧告（第245条の4）

（是正の勧告（第245条の6)）

・資料の提出の要求(第245条の4) ・資料の提出の要求(第245条 4)行 の

・協議 ・協議

・是正の要求（第245条の5） ・同意

・許可・認可・承認制

※その他個別法に基づく関与 ・指示(是正の指示(第245条 7))の

・同意、許可・認可・承認、指示 ・代執行（第245条の8）

一定の場合に限定度

・代執行、その他の関与 ※その他個別法に基づく関与

できる限り設けない できる限り設けない

(注) は、地方自治法に一般的な根拠規定が置かれている関与
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